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定款一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得等に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、種類株式発行に係る定款一部変更、全部取得条

項に係る定款一部変更、及び全部取得条項付普通株式（下記「Ⅰ.1.(1)変更の理由②」に

おいて定義いたします。）の取得につきまして、平成 25 年 10 月 10 日開催予定の当社臨

時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）に付議することを決議し、また、全

部取得条項に係る定款一部変更につきましては、本臨時株主総会と同日に開催予定の当社

普通株式を有する株主の皆様を構成員とする種類株主総会（以下「本種類株主総会」とい

います。）に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ. 定款一部変更 

 

1. 種類株式発行に係る定款一部変更の件（「定款一部変更の件-1」） 

 

(1) 変更の理由 

 平成 25 年 8 月 20 日付当社プレスリリース「KTC 株式会社による当社普通株式に対

する公開買付けの結果並びに親会社、親会社以外の支配株主及び主要株主である筆頭

株主の異動に関するお知らせ」等においてご報告申し上げておりますとおり、KTC 株

式会社（以下「KTC」といいます。）は、平成 25 年 7 月 8 日から当社普通株式に対す

る公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を行い、本公開買付けは平成 25

年 8 月 19 日に終了しております。本公開買付けの結果、KTC は、平成 25 年 8 月 26 日

（本公開買付けの決済開始日）をもって当社普通株式 3,622,796 株（平成 25 年 6 月

30 日現在における当社の総株主の議決権の数（同日現在の当社の普通株式の発行済株

式数（5,710,000 株）から、同日現在の当社が所有する自己株式数（485,900 株）を

控除した株式数（5,224,100 株）に係る議決権の数（52,241 個））に対する割合（以

下「所有割合」といいます。）：69.35％（小数点以下第三位四捨五入。以下同じで

す。））を保有するに至っております。また、KTC の代表取締役及び当社の代表取締
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役社長である積賀一正氏及びその親族の資産管理会社である株式会社積賀マネジメン

ト（以下「積賀マネジメント」といいます。）は、当社普通株式 1,480,000 株（所有

割合：28.33％）を所有しております。 

 KTC は、KTC の代表取締役及び当社の代表取締役社長である積賀一正氏により、公

開買付けを通じて当社の普通株式を取得及び保有することを主たる目的として、平成

25 年 6 月 14 日に設立されました。平成 25 年 7 月 5 日付当社プレスリリース「MBO の

実施及び応募の推奨に関するお知らせ」等においてご報告申し上げておりますとお

り、KTC は、マネジメント・バイアウトの手法により当社普通株式を非公開化するこ

とで、一般の株主の皆様を抜本的な事業再構築により生じる多大なリスクに晒すこと

を回避しつつ、投下資本の回収機会を提供することが可能となり、また、当社におい

ても、上場維持に伴う様々なコストを削減しつつ、当社の資本について KTC を中心に

再構成し、迅速かつ強固な意思決定を行うことで、短期的な経営成績の変動に左右さ

れることなく長期安定的な企業価値の維持・向上の機会が得られることが可能となる

と考え、マネジメント・バイアウトを行い、当社普通株式を非公開化することこそ

が、当社及び株主の皆様にとって最良の方策であるとの結論に至ったとのことです。 

 当社としても、当社を取り巻く経営環境及び競争環境の変化を踏まえると、当社の

代表取締役社長である積賀一正氏から提案のあった抜本的な事業再構築を、一般株主

の皆様のリスクにおいて行うことを回避しつつ実施していくことが、当社の長期安定

的な企業価値の維持・向上の実現にとって不可欠であり、当社として最善の選択肢で

あると判断いたしました。 

 以上の理由により、当社は、当社臨時株主総会及び本種類株主総会において株主の

皆様のご承認をいただくことを条件として、当社の株主を KTC 及び積賀マネジメント

のみとするために、以下の①から③の方法（以下「本全部取得手続」と総称しま

す。）を実施することといたしました。 

① 当社の定款の一部を変更して、「定款一部変更の件-1」の定款変更案第 6 条の 2

に定める内容の A 種種類株式（以下「A 種種類株式」といいます。）を発行する

旨の定めを設け、当社を種類株式発行会社（会社法第 2 条第 13 号に定義するも

のをいいます。以下同じです。）といたします。 

② 上記①による変更後の当社の定款の一部をさらに変更して、当社の発行する全て

の普通株式に全部取得条項（会社法第 108 条第 1 項第 7 号に規定する事項につい

ての定めをいいます。以下同じです。）を付す旨の定めを新設いたします（全部

取得条項が付された後の当社普通株式を、以下「全部取得条項付普通株式」とい

います。）。なお、全部取得条項付普通株式の内容として、当社が株主総会の特

別決議によって全部取得条項付普通株式の全部（当社が所有する自己株式を除き

ます。以下同じです。）を取得する場合において、全部取得条項付普通株式 1 株

と引換えに、A 種種類株式を 134,545 分の 1 株の割合をもって交付する旨の定め

を設けるものといたします。 
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③ 会社法第 171 条第 1 項並びに上記①及び②による変更後の当社の定款の規定に基

づき、株主総会の特別決議によって、当社が全部取得条項付普通株式の全部を取

得し、当該取得と引換えに、当社を除く全部取得条項付普通株式の株主様に対し

て、取得対価として、その保有する全部取得条項付普通株式 1 株と引換えに、A

種種類株式を 134,545 分の 1 株の割合をもって交付いたします。なお、KTC 及び

積賀マネジメント以外の各株主様に対して取得対価として交付される A 種種類株

式の数は、1 株未満の端数となる予定です。また、交付される A 種種類株式が 1

株未満の端数となる各株主様につきましては、会社法第 234 条その他の関係法令

の定めに従って、最終的には金銭が交付されることになります。 

 株主様に対する A 種種類株式の交付の結果生じる 1 株未満の端数につきましては、

その合計数（会社法第 234 条第 1 項の規定により、その合計数に 1 株に満たない端数

がある場合には、当該端数は切り捨てられます。）に相当する A 種種類株式を会社法

第 234 条の定めに従って売却し、当該売却によって得られた代金をその端数に応じて

各株主様に交付いたします。かかる売却手続に関し、当社は、会社法第 234 条第 2 項

の規定に基づき、裁判所の許可を得て A 種種類株式を KTC に売却することを予定して

おります。この場合の A 種種類株式の売却価格につきましては、必要となる裁判所の

許可が予定どおり得られた場合には、全部取得条項付普通株式の株主様が保有する全

部取得条項付普通株式の数に 2,620 円（本公開買付けにおける当社普通株式 1 株当た

りの買付価格）を乗じた金額に相当する金銭が各株主様に交付されるような価格に設

定することを予定しております。ただし、裁判所の許可が得られない場合や、計算上

の端数調整が必要な場合等においては、実際に交付される金額が上記金額と異なる場

合もあり得ます。 

 

 「定款一部変更の件-1」は、本全部取得手続のうち①を実施するものです。 

 会社法上、全部取得条項の付された株式は種類株式発行会社のみが発行できるもの

とされていることから（会社法第 171 条第 1 項、第 108 条第 1 項第 7 号）、上記①

は、当社普通株式に全部取得条項を付す旨の定款変更である上記②を行う前提とし

て、当社が種類株式発行会社となるため、A 種種類株式を発行する旨の定めを新設す

るほか、所要の変更を行うものです。また、これまで当社は、当社定款第 8 条におき

まして、事務負担の軽減を図るため、100 株を単元株式数として規定していたとこ

ろ、同条は、当社普通株式について単元株式数を定めるものであり、「定款一部変更

の件-1」で設けられる A 種種類株式については 1 株を単元株式数とすることから、そ

の趣旨を明確にするために所要の変更を行うものです。 

 

(2) 変更の内容 

 変更の内容は次のとおりです。なお、「定款一部変更の件-1」に係る定款変更は、

本臨時株主総会において「定款一部変更の件-1」が承認可決された時点で、その効力
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を生じるものといたします。 

（下線は変更部分を示します。） 

現行定款 変更案 

第２章 株式 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、

2,000 万株とする。 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単元株式数） 

第８条 当会社の単元株式数は、100 株と

する。 

 

 

第３章 株主総会 

第２章 株式 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、

2,000 万株とし、当会社の発行可能種類株

式総数は、それぞれ普通株式は 1,999 万

株、第６条の２に定める内容の株式（以下

「Ａ種種類株式」という。）は１万株とす

る。 

 

（Ａ種種類株式） 

第６条の２ 当会社の残余財産を分配する

ときは、Ａ種種類株式を有する株主（以下

「Ａ種株主」という。）またはＡ種種類株

式の登録株式質権者（以下「Ａ種登録株式

質権者」という。）に対し、普通株式を有

する株主（以下「普通株主」という。）ま

たは普通株式の登録株式質権者（以下「普

通登録株式質権者」という。）に先立ち、

Ａ種種類株式１株につき１円（以下「Ａ種

残余財産分配額」という。）を支払う。Ａ

種株主またはＡ種登録株式質権者に対して

Ａ種残余財産分配額が分配された後、普通

株主または普通登録株式質権者に対して残

余財産を分配する場合には、Ａ種株主また

はＡ種登録株式質権者は、Ａ種種類株式１

株あたり、普通株式１株あたりの残余財産

分配額と同額の残余財産の分配を受ける。 

 

（単元株式数） 

第８条 当会社の普通株式の単元株式数

は、100 株とし、Ａ種種類株式の単元株式

数は、１株とする。 

 

第３章 株主総会 
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（新設） 

 

（種類株主総会） 

第 18 条の２ 第 14 条、第 15 条、第 17 条

および第 18 条の規定は、種類株主総会にこ

れを準用する。 

２．第 16 条第１項の規定は、会社法第 324

条第１項の規定による種類株主総会の決議

にこれを準用する。 

３．第 16 条第２項の規定は、会社法第 324

条第２項の規定による種類株主総会の決議

にこれを準用する。 

 

 

2. 全部取得条項に係る定款一部変更の件（「定款一部変更の件-2」） 

 

(1) 変更の理由 

 「定款一部変更の件-2」は、「定款一部変更の件-1」でご説明申し上げております

本全部取得手続のうち②を実施するものであり、「定款一部変更の件-1」による変更

後の当社の定款の一部をさらに変更し、当社の発行する全ての普通株式に全部取得条

項を付してこれを全部取得条項付普通株式とする旨の定款の定めを新設するもので

す。また、全部取得条項付普通株式の内容として、当社が株主総会の特別決議によっ

て全部取得条項付普通株式の全部を取得する場合において、全部取得条項付普通株式

1 株と引換えに「定款一部変更の件-1」における定款変更に基づき新たに発行するこ

とが可能となる A 種種類株式を 134,545 分の 1 株の割合をもって交付する旨の定款の

定めを設けるものです。 

 かかる定款の定めに従って当社が株主総会の特別決議によって全部取得条項付普通

株式の全部を取得した場合には、前記のとおり、KTC 及び積賀マネジメント以外の各

株主様に対して交付される A種種類株式の数は、1株未満の端数となる予定です。 

 

(2) 変更の内容 

 変更の内容は次のとおりです。なお、「定款一部変更の件-2」に係る定款変更は、

本臨時株主総会において「定款一部変更の件-1」及び「全部取得条項付普通株式の取

得の件」に係る議案がいずれも原案どおり承認可決されること、並びに本種類株主総

会において、「定款一部変更の件-2」と同内容の定款変更案に係る議案が原案どおり

承認可決されることを条件として、その効力が生じるものといたします。 

 また、「定款一部変更の件-2」に係る定款変更の効力発生日は、平成 25 年 11 月 14

日といたします。 
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（下線は変更部分を示します。） 

第 1号議案による変更後の定款 追加変更案 

第２章 株式 

（新設） 

 

第２章 株式 

（全部取得条項） 

第６条の３ 当会社は、当会社が発行する

普通株式について、株主総会の決議によっ

てその全部を取得できるものとする。 

２．当会社が前項の規定に従って普通株式

の全部を取得する場合には、普通株式の取

得と引換えに、普通株式１株につきＡ種種

類株式を 134,545 分の１株の割合をもって

交付する。 

 

Ⅱ. 全部取得条項付普通株式の取得の件（「全部取得条項付普通株式の取得の件」） 

 

1. 全部取得条項付普通株式の全部を取得することを必要とする理由 

 「定款一部変更の件-1」においてご説明申し上げておりますとおり、当社として

は、当社を取り巻く経営環境及び競争環境の変化を踏まえると、当社の代表取締役社

長である積賀一正氏から提案のあった抜本的な事業再構築を、一般株主の皆様のリス

クにおいて行うことを回避しつつ実施していくことが、当社の長期安定的な企業価値

の維持・向上の実現にとって不可欠であり、当社として最善の選択肢であると判断し

たことから、株主様のご承認をいただくことを条件として、本全部取得手続を実施す

ることといたしました。 

 「全部取得条項付普通種類株式の取得の件」は、「定款一部変更の件-1」でご説明

申し上げております本全部取得手続のうち③を実施するものであり、会社法第 171 条

第 1 項並びに「定款一部変更の件-1」及び「定款一部変更の件-2」による変更後の当

社の定款の規定に基づき、株主総会の特別決議によって、当社が全部取得条項付普通

株式の全部を取得し、当該取得と引換えに、「定款一部変更の件-1」による定款変更

に基づき設けられる A種種類株式を交付するものです。 

 当該交付がなされる A 種種類株式の数については、当社を除く全部取得条項付普通

株式の株主様に対して、その保有する全部取得条項付普通株式 1 株と引換えに、A 種

種類株式を 134,545 分の 1 株の割合をもって交付するものといたします。前記のとお

り、KTC 及び積賀マネジメント以外の各株主様に対して当社が交付する A 種種類株式

の数は、1株未満の端数となる予定です。 

 かかる株主様に対する交付の結果生じる A 種種類株式の 1 株未満の端数につきまし

ては、その合計数（会社法第 234 条第 1 項の規定により、その合計数に 1 株に満たな

い端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。）に相当する A 種種類株式
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を、会社法第 234 条の定めに従って売却し、当該売却によって得られた代金をその端

数に応じて各株主様に交付いたします。かかる売却手続に関し、当社は、会社法第

234 条第 2 項の規定に基づき、裁判所の許可を得て A 種種類株式を KTC に売却するこ

とを予定しております。この場合の A 種種類株式の売却価格につきましては、必要と

なる裁判所の許可が予定どおり得られた場合には、全部取得条項付普通株式の株主様

が保有する全部取得条項付普通株式の数に 2,620 円（本公開買付けにおける当社普通

株式 1 株当たりの買付価格）を乗じた金額に相当する金銭が各株主様に交付されるよ

うな価格に設定することを予定しております。ただし、裁判所の許可が得られない場

合や、計算上の端数調整が必要な場合等においては、実際に交付される金額が上記金

額と異なる場合もあり得ます。 

 

2. 全部取得条項付普通株式の取得の内容 

 

(1) 全部取得条項付普通株式の取得と引換えに交付する取得対価及びその割当てに関する

事項 

 会社法第 171 条第 1 項並びに「定款一部変更の件-1」及び「定款一部変更の件-2」

による変更後の当社の定款の規定に基づき、取得日（下記(2)において定めます。）

において、取得日前日の最終の当社の株主名簿に記載又は記録された当社を除く全部

取得条項付普通株式の株主の皆様に対して、その保有する全部取得条項付普通株式 1

株の取得と引換えに、A 種種類株式を 134,545 分の 1 株の割合をもって交付するもの

といたします。 

(2) 取得日 

 平成 25 年 11 月 14 日 

(3) その他 

 「全部取得条項付普通株式の取得の件」に係る全部取得条項付普通株式の取得は、

本臨時株主総会において「定款一部変更の件-1」及び「定款一部変更の件-2」に係る

議案がいずれも原案どおり承認可決されること、本種類株主総会において「定款一部

変更の件-2」と同内容の定款変更案に係る議案が原案どおり承認可決されること、並

びに「定款一部変更の件-2」に係る定款変更の効力が生じることを条件として、その

効力が生じるものといたします。なお、その他の必要事項につきましては、取締役会

にご一任願いたいと存じます。 

 

Ⅲ. 上場廃止 

 当社普通株式は、本日現在、東京証券取引所 JASDAQ（スタンダード）（以下

「JASDAQ 市場」といいます。）に上場されておりますが、本臨時株主総会において

「定款一部変更の件-1」、「定款一部変更の件-2」及び「全部取得条項付普通株式の

取得の件」に係る議案がいずれも原案どおり承認可決され、本種類株主総会において
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「定款一部変更の件-2」と同内容の定款変更案に係る議案が原案どおり承認可決され

た場合には、JASDAQ 市場の上場廃止基準に該当することとなりますので、当社普通株

式は、平成 25 年 10 月 10 日から同年 11 月 10 日まで整理銘柄に指定された後、平成

25 年 11 月 11 日をもって上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社普通株式を

JASDAQ 市場において取引することはできません。 

 

Ⅳ. 本全部取得手続の日程の概要（予定） 

 

 本全部取得手続の日程の概略（予定）は以下のとおりです。 
本臨時株主総会及び本種類株主総会の基準日設定公告 平成 25 年 8月 13 日（火） 

本臨時株主総会及び本種類株主総会基準日 平成 25 年 8月 27 日（火） 

本臨時株主総会及び本種類株主総会招集に関する取締役会決議 平成 25 年 9月 24 日（火） 

本臨時株主総会及び本種類株主総会の開催日 平成 25 年 10 月 10 日（木） 

種類株式発行に係る定款一部変更（「定款一部変更の件-1」）の効

力発生日 

平成 25 年 10 月 10 日（木） 

当社普通株式の JASDAQ 市場における整理銘柄への指定 平成 25 年 10 月 10 日（木） 

当社普通株式の JASDAQ 市場における売買最終日 平成 25 年 11 月 8 日（金） 

当社普通株式の JASDAQ 市場における上場廃止日 平成 25 年 11 月 11 日（月） 

全部取得条項付普通株式の取得及び A種種類株式交付に係る基準日 平成 25 年 11 月 13 日（水） 

全部取得条項に係る定款一部変更（「定款一部変更の件-2」）の効

力発生日 

平成 25 年 11 月 14 日（木） 

全部取得条項付普通株式の取得及び A種種類株式交付の効力発生日 平成 25 年 11 月 14 日（木） 

 

Ⅴ. 支配株主との取引等に関する事項 

 

 上記Ⅱ.2.に記載の全部取得条項付普通株式の取得（以下「本件取得」といいま

す。）は、支配株主との取引等に該当します。 

 当社は、平成 25 年 4 月 15 日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書Ⅰ.4.記

載のとおり、「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する

指針」として、当社と支配株主との間の取引を行う場合は、一般の取引条件と同様に

適切な条件で行うことを基本方針としております。したがって、当該指針の趣旨に鑑

み、本件取得において、以下の措置を実施しております。 

 すなわち、当社は、本公開買付け及び本件取得からなる一連の取引（以下「本取

引」といいます。）の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措

置として、平成 25 年 7 月 5 日付当社プレスリリース「MBO の実施及び応募の推奨に関

するお知らせ」の「2.(5)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相

反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」に記載の

とおりの措置を講じております。 

 また、当社は、「Ⅰ.1.種類株式発行に係る定款一部変更の件（「定款一部変更の

件-1」）」の「(1)変更の理由」及び「Ⅱ.1.全部取得条項付普通株式の全部を取得す

ることを必要とする理由」に記載いたしましたとおり、A 種種類株式の売却価格につ
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きましては、必要となる裁判所の許可が予定どおりに得られた場合には、全部取得条

項付普通株式の株主様が保有する全部取得条項付普通株式の数に 2,620 円（本公開買

付けにおける当社普通株式 1 株当たりの買付価格）を乗じた金額に相当する金銭が各

株主様に交付されるような価格に設定することを予定しております。ただし、裁判所

の許可が得られない場合や、計算上の端数調整が必要な場合等においては、実際に交

付される金額が上記金額と異なる場合もあり得ます。 

 さらに、当社は、平成 25 年 7 月 5 日付当社プレスリリース「MBO の実施及び応募の

推奨に関するお知らせ」の「2.(5)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及

び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」

の中の「④第三者委員会の設置」に記載のとおり、本取引の是非等についての審議に

慎重を期し、その公正性及び客観性を担保するため、当社及び KTC の取締役会からの

独立性が高い、当社の社外監査役である久島巌氏（税理士）及び有賀茂夫氏（税理

士）並びに外部有識者である鯉沼希朱氏（弁護士）から構成される独立した第三者委

員会を設置し、当該第三者委員会から、(a)本取引は当社の企業価値向上に資するも

のと認められ、本取引の目的は合理的であること、(b)本取引の条件（本公開買付価

格を含みます。）は妥当であること、(c)本取引における手続は、公正であること、

(d)本公開買付けに対して当社の取締役会が賛同意見を表明すること及び当社の株主

に対して本公開買付けへの応募を推奨することは相当であること、並びに(e)本取引

は、当社の少数株主にとって不利益なものでないことを、それぞれ委員全員の一致で

決議したことを内容とする答申書を平成 25 年 7 月 5日付で取得しております。 

 加えて、当社の代表取締役社長である積賀一正氏及び専務取締役である横山秀樹氏

は、本件取得について特別の利害関係を有するおそれがあることから、当社取締役会

における本件取得に関する議題の審議及び決議には参加しておらず、当社の立場にお

いて KTC との協議及び交渉にも参加しておりません。 

 なお、当該取締役会においては、積賀一正氏及び横山秀樹氏を除いた当社の取締役

全員一致で、本件取得に係る議案を本臨時株主総会に付議する旨を決議しております

1。また、当社の全ての監査役が、当社取締役会が上記決議を行うことに異議がない旨

の意見を述べております。 

 また、当社の取締役会は、本取引に関し独立性を有するリーガル・アドバイザーで

ある西村あさひ法律事務所から、本取引に関する意思決定過程、意思決定方法その他

                             
1  積賀一正氏及び横山秀樹氏は、本件取得について特別の利害関係を有するおそれがあることから、

積賀一正氏及び横山秀樹氏を除く当社の取締役の賛成をもって、本件取得に係る議案を可決する取

締役会決議がなされております。しかし、万一、積賀一正氏及び横山秀樹氏が会社法第 369 条第 2

項に定める「特別の利害関係を有する取締役」には該当しないと解された場合、積賀一正氏及び横

山秀樹氏を除いた当社の取締役のみでは、会社法第 369 条第 1 項に定める取締役会決議の定足数を

満たさないこととなります。そこで、本件取得に係る議案については、積賀一正氏及び横山秀樹氏

を除いた当社の取締役による取締役会決議に加え、積賀一正氏のみを除いた当社の取締役による取

締役会決議を行っております。 
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本取引に関する意思決定にあたっての留意点について法的助言を受けております。 

 以上を踏まえ、当社としては、本件取得は、少数株主の利益を害するものではない

と判断しており、上記指針に適合しているものと認識しております。 

以 上 

 


